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１．平成28年度診療報酬改定に伴う
病床機能報告の見直し
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経緯

• 病床機能報告制度においては、報告項目のうち、「具体
的な医療の内容に関する項目」について、診療報酬の診
療行為に着目して報告項目を設定している。

• 今般の平成28年度診療報酬改定に対応するため、病
床機能報告においても、報告項目の見直しを行うことに
ついて、第２回医療計画の見直し等に関する検討会（平
成28年６月15日）において了承された。

• 具体的な見直し項目については次の通り。
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○ 平成28年度診療報酬改定により、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の見直しが行われた。

○ 病床機能報告制度報告項目のうち、「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者

の割合」の項目についても、これに対応した見直しを行う。

平成２８年度診療報酬改定に伴う見直し①

【病床機能報告】 様式１（病床数、人員の配置、医療機器等）

○「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者の割合」

主な改定項
目のみ抜粋

【見直し前】
①A得点が２点以上の患者割合
②B得点が３点以上の患者割合
③A得点が２点以上かつB得点が３点以上
の患者割合

【見直し後】
①A得点が１点以上の患者割合
②A得点が２点以上の患者割合
③A得点が２点以上かつB得点が３点以上の患者割合
④A得点が３点以上の患者割合
⑤C得点が１点以上の患者割合
⑥A得点が２点以上かつB得点が３点以上、A得点が３点
以上またはC得点が１点以上の患者割合

【診療報酬改定】 一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」の見直し

○該当基準
Ａ項目２点以上かつＢ項目３点以上、Ａ項目３点以上又はＣ項目１点以上（新設）

○Ａ項目
７専門的な治療・処置 ⑪無菌治療室での治療（新設）、８ 救急搬送後の入院（新設）

○Ｂ項目
９起き上がり（削除）、10座位保持（削除）、14診療・療養上の指示が通じる（新設）、15危険行動（新設）
○Ｃ項目（新設）
16 開頭手術 、17 開胸手術、18 開腹手術、19 骨の手術、20 胸腔鏡・腹腔鏡手術 、21 全身麻酔・脊椎麻酔の手術
22 救命等に係る内科的治療
①経皮的血管内治療 、②経皮的心筋焼灼術等の治療、③侵襲的な消化器治療
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（参考）平成28年度診療報酬改定説明会資料
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○ 回復期リハビリテーション病棟における、アウトカムの評価を行い、一定の水準に達しない保険医療

機関について、評価見直しが行われた。

○ 病床機能報告「リハビリテーションの状況」の項目についても、これに対応した見直しを行う。

平成２８年度診療報酬改定に伴う見直し②

【病床機能報告】 様式１（病床数、人員の配置、医療機器等）

○リハビリテーションの状況（※回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している病棟のみ回答）

【見直し前】
①リハビリテーションを実施した患者の割合
②平均リハ単位数
③過去１年間の総退院患者数
④③のうち、入院時の日常生活機能評価が10点以上で
あった患者数

⑤④のうち、退院時の日常生活機能評価が入院時に
比較して３点以上（回復期リハビリテーション病棟
入院料１の場合は４点以上）改善していた患者数

【見直し後】
①リハビリテーションを実施した患者の割合
②平均リハ単位数
③過去１年間の総退院患者数
④③のうち、入院時の日常生活機能評価が10点以上であった患者数
⑤④のうち、退院時の日常生活機能評価が入院時に比較して３点以上（回復
期リハビリテーション病棟入院料１の場合は４点以上）改善していた患者数

⑥前月までの６か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者数
⑦前月までの６か月間の、回復期リハビリテーション病棟のリハビリテーションの
１日平均提供単位数
⑧⑥の患者にかかる「実績指数」
⑨⑥から除外となる患者数

【診療報酬改定】 回復期リハビリテーション病棟におけるアウトカムの評価

【見直し前】
患者1人1日あたり、疾患別リハビリテーション
は９単位まで出来高算定

【見直し後】

リハビリテーションの効果に係る実績が一定の水準に達しな
い場合、疾患別リハビリテーションは６単位まで出来高算定
（６単位を超えるリハビリテーションは入院料に包括（※））

※急性疾患の発症後60日以内のものを除く
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（参考）平成28年度診療報酬改定説明会資料
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○ 総合入院体制加算について、総合的かつ専門的な急性期医療を適切に評価する観点から、実施要

件等の見直しが行われた。

○ 医療機能の分化・連携に資する指標として有用と考えられることから、総合入院体制加算の届出の

有無、及び算定要件に関する項目を追加する。

様式１
【見直し後】
・総合入院体制加算（１または２、３）の届出の有無

平成２８年度診療報酬改定に伴う見直し③

【見直し前】
（新設）

【診療報酬改定】 総合入院体制加算の実績要件等の見直し

【見直し前】
総合入院体制加算１
総合入院体制加算２

【見直し後】
・総合入院体制加算１
・総合入院体制加算２（新設）
・総合入院体制加算３

【病床機能報告】様式１（病床数、人員の配置、医療機器等）及び様式２（具体的な医療の内容に関する項目）

※実施要件については、参考資料を参照

様式２

【幅広い手術の状況】
・手術総数
・全身麻酔の手術総数
・胸腔鏡下手術
・腹腔鏡下手術
・内視鏡手術用支援機器加算

【がん・脳卒中・心筋梗塞への治療状況】
・悪性腫瘍手術
・病理組織標本作製
・術中迅速病理標本作製
・放射線治療
・化学療法

・肝動脈閉塞を伴う抗悪性腫瘍
剤肝動脈内注入

・超急性期脳卒中加算
・脳血管内手術
・経皮的冠動脈形成術
・入院精神療法Ⅰ
・精神科リエゾンチーム加算
・がん患者指導管理料１及び２
・抗悪性腫瘍剤局所持続注入

【幅広い手術の状況】
・手術総数
・全身麻酔の手術総数
・胸腔鏡下手術
・腹腔鏡下手術
・内視鏡手術用支援機器加算
・人工心肺を用いた手術件数

【がん・脳卒中・心筋梗塞への治療状況】
・悪性腫瘍手術
・病理組織標本作製
・術中迅速病理標本作製
・放射線治療
・化学療法

・肝動脈閉塞を伴う抗悪性腫瘍
剤肝動脈内注入
・認知症ケア加算１及び２
・精神疾患診療体制加算１及び２
・精神科診断治療初回加算（救命救急入院料）

・超急性期脳卒中加算
・脳血管内手術
・経皮的冠動脈形成術
・入院精神療法Ⅰ
・精神科リエゾンチーム加算
・がん患者指導管理料１及び２
・抗悪性腫瘍剤局所持続注入
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（参考）平成28年度診療報酬改定説明会資料

※下線の項目について、病床機能報告の報告項目に追加9



○ 算定回数を集計している項目については、平成28年度診療報酬改定における項目の新

設・細分化及び削除を反映した見直しを行う。

平成２８年度診療報酬改定に伴う見直し④

【病床機能報告】様式２（具体的な医療の内容に関する項目）

例）算定する入院基本料・特定入院料の状況

【見直し前】 【見直し後】
一般病棟特定入院基本料 削除
特定機能病院特定入院基本料 削除
専門病院特定入院基本料 削除
障害者施設等入院基本料 障害者施設等入院基本料

新設  　うち、重度の意識障害の患者であって、　医療区分２の患者に相当するもの
新設  　うち、重度の意識障害の患者であって、　医療区分１の患者に相当するもの

特殊疾患入院医療管理料 特殊疾患入院医療管理料
新設  　うち、重度の意識障害の患者であって、　医療区分２の患者に相当するもの
新設  　うち、重度の意識障害の患者であって、　医療区分１の患者に相当するもの

特殊疾患病棟入院料１及び２ 特殊疾患病棟入院料１及び２
新設  　うち、重度の意識障害の患者であって、　医療区分２の患者に相当するもの
新設  　うち、重度の意識障害の患者であって、　医療区分１の患者に相当するもの
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２．病床機能報告の改善に向けた
追加項目
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経緯

• 医療機関が報告する具体的な報告項目について

は、病床機能報告制度の施行状況及び地域医療

構想の進捗を踏まえ、必要に応じて項目を追加す

ることとされている。（※）

• 地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会
での議論等を踏まえ、病床機能報告の改善に向け

た報告項目の追加を行う。

※病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会の議論の整理（平成26年７月24日）
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○ 現在、報告様式１【病院】②施設票においては、「７．医療機器の台数」について、7月1日

時点での報告項目を設定している。

○ 地域における医療機能の分化・連携を推進し、各医療機関の機能がより分かり易くなる

という観点から、以下の項目追加を行う。

その他①医療機器の台数について

①CT
②MRI
③その他の医療機器
・血管連続撮影装置
・SPECT
・PET
・PETCT
・PETMRI
・強度変調放射線治療器
・遠隔操作式密封小線源治療装置

【見直し前】

【病床機能報告】様式１（病床数、人員の配置、医療機器等）

①CT
②MRI
③その他の医療機器
・血管連続撮影装置
・SPECT
・PET
・PETCT
・PETMRI
・強度変調放射線治療器
・遠隔操作式密封小線源治療装置
・ガンマナイフ・サイバーナイフ
・内視鏡手術用支援機器（ダヴィンチ）

【見直し後】
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○ 地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会において、医科歯科の連携についても、

医療機能の連携に資するものとして項目を追加すべきとご意見を頂いたところ。

○ 平成28年度の診療報酬改定においても、地域包括ケアシステムの推進と医療機能の機

能分化・強化、連携に関する充実等に取り組む観点から、医科歯科連携の推進について見

直しが行われた。

○ これらを踏まえ、病床機能報告において、医療機能の連携の観点から、医科歯科の連携

に関する項目を追加する。

その他②医科歯科の連携について

【病床機能報告】様式２（具体的な医療の内容に関する項目）

○項目追加

＜歯科診療報酬＞
・周術期口腔機能管理料Ⅱ
・周術期口腔機能管理料Ⅲ
・周術期口腔機能管理後手術加算

＜医科診療報酬＞

・周術期口腔機能管理後手術加算
・栄養サポートチーム加算
歯科医師連携加算
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